
↓

↓

ビニール
テープ

水道にも
冬支度を!!

寒さは水道の大敵です。
気温が下がると、給水管や水道のメーター器、
蛇口が凍結し破裂することがあります。
修理費用は自己負担です。
お早めに凍結防止処置をお願いします。

↓

ニール
テープ

を!! 修理費用は自己己負担です。
お早めに凍結防防止処置をお願いしま

↓

ビニビ
テ

●北向きのところにあるもの　　●風当たりの強いところにあるもの
●むき出しになっているもの

を!!
●●北北向向
●むき凍結しやすいところ

　蛇口を開け、凍った部分にタオルか布をかぶせ、蛇口の方からぬるま湯をまんべんなく
ゆっくりとかけてください。
熱湯を急にかけたりすると、ヒビ割れや破裂をおこすことがありますので注意が必要です。

蛇口を開け 凍 た部分にタオルか布　蛇口を開け、凍った部分にタオルか布
ゆっくりとかけてください。ゆ
熱湯を急にかけたりすると、ヒビ割れや

凍結して水が出ない時は

●給水管や蛇口
布切れや毛布、専用の保温材を巻いた後、濡れないように上からビニール

　テープを隙間なく巻いてください。

蛇口管や蛇
毛布、専用の保温材を巻いた後、濡れないように上からビい ビニールールれや毛

プを隙間なく巻いてください。を
　●メーターボックス内
　　発砲スチロールなどの保温材を小分けにし、ビニール袋に入れて、メーターを保護する
　　ように置き、検針時にメーターの指針が見やすいようにしておいてください。

●●
●凍結しやすいところ

●給水管
布切れ

　テープ　テ
●メーターーボックス内内クス内ス内クス内
発砲スチ砲スチロールなどの保温

凍結を防ぐ方法

上下水道課 上水道室　☎54-1118（直通） ※メーターが見やすいように詰めてください※メーターが見やすいように詰めてください

水水

メーター保温材または発砲スチロールを
親指大にちぎって袋などに入れる
メーター保温材または発砲スチロールを
親指大にちぎって袋などに入れる

メーター 止水栓

保
温
材

保
温
材

虫の発生原因となりますので、メーターボックス
内に布切れや毛布を入れないでください。

注
意

ニュース

４2016.12http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

　町では、冬期の安全な道路交通を図るため、主要な幹線町道でおおむね10㎝
以上の積雪が見込まれる場合に除雪作業を実施します。
　また、おおむね30㎝以上の積雪が見込まれる場合について、交通量の多い県
道・国道および一部幹線町道を優先的に、国や県と連携して除雪を実施します。
　皆さまも冬期道路に対する備えと除雪作業の実施にご理解とご協力をお願
いします。

●問合せ先　渋川土木事務所 企画調査係　☎22-4055

　冬は給水弁の凍結・破損によって
漏水が発生し、発見が遅れると路面
凍結による二次災害が引き起こされ
ます。
　農業用水の給水弁は、皆さま自身
で管理することとなっています。わ
ら、もみがら、毛布、ビニールをます
に詰め、給水弁の凍結防止を行って
ください。
●問合せ先
群馬用水土地改良区 ☎027-251-0019
明治用水土地改良区

①道路に張り出している樹木について伐採や枝下ろしを行ってください。
②雪かきの際、庭や屋根に積もった雪を道路上へ出さないでください。
③玄関先などの雪処理にご協力ください。
④道路除雪作業の効率を下げる要因となりますので、大雪時の不急不要 
　の外出を控え、路上駐車を無くしましょう。
⑤早朝の除雪作業にご協力ください。
⑥スリップ事故・立ち往生などを起こさないよう冬用タイヤ・チェーン
　を携行してください。

㎝

県
。
願

冬は給水弁の凍結・破損によって
漏水が発生し、発見が遅れると路面
凍結による二次災害が引き起こされ

農業用水の給水弁の
保護をしましょう

冬期道路除雪にご理解とご協力をお願いします冬期道路除雪にご理解とご協力をお願いします

産業建設課 用地管理室　☎26-2279（直通）共通問合せ先　

注意事項



ニュース

５ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

今月の納税

納期限平成29年1月4日㊌

納期限12月26日㊊

コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

今月の納税今月の納税
固定資産税……………………４期
国民健康保険税………………6期

介護保険料　　　　　………6期後期高齢者医療保険料

各
施
設
の
休
業
期
間

▼
役
場
・
保
健
セ
ン
タ
ー

12
月
29
日
㊍
〜
１
月
３
日
㊋

※
死
亡
届
・
婚
姻
届
な
ど
戸
籍
の

届
出
は
宿
日
直
が
受
付
け
ま
す
。

※
水
道
に
関
す
る
業
務
も
同
じ
期

間
お
休
み
で
す
。開
閉
栓
、お
問
合

せ
な
ど
に
つ
い
て
は
、１
月
４
日

㊌
か
ら
開
始
し
ま
す
。

▼
図
書
館
・
文
化
セ
ン
タ
ー

12
月
26
日
㊊
〜
１
月
４
日
㊌

▼
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

12
月
28
日
㊌
〜
１
月
４
日
㊌

▼
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ル
フ
・
パ
ー
ク
ゴ

ル
フ
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

12
月
30
日
㊎
〜
１
月
１
日
㊐

年
末
年
始
の
営
業
時
間

▼
よ
し
お
か
温
泉
リ
バ
ー
ト
ピ
ア

吉
岡 

12
月
31
日
㊏

午
前
10
時
〜
午
後
７
時

１
月
１
日
㊐

午
前
６
時
〜
午
後
６
時

※
12
月
30
日
㊎
ま
で
と
、１
月
２

日
㊊
か
ら
は
通
常
営
業
時
間（
午

前
10
時
〜
午
後
９
時
）で
す
。

　

家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
燃
え
る
ご

み
の
約
半
分
は「
生
ご
み
」が
占
め

て
い
ま
す
。生
ご
み
の
大
半
は「
水

分
」で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

生
ご
み
を
一
度
絞
っ
て
水
切
り

を
行
う
こ
と
で
、ご
み
が
軽
く
な

り
、ご
み
出
し
が
楽
に
な
り
ま
す
。

ご
み
の
減
量
に
も
つ
な
が
り
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

生
ご
み
の
水
切
り
効
果

●
ご
み
が
軽
く
な
り
、ご
み
出
し

が
楽
に
な
り
ま
す
。

●
生
ご
み
か
ら
漏
れ
る
汚
水
に
よ

る
ご
み
収
集
場
所
で
の
悪
臭
や
、

カ
ラ
ス
な
ど
の
被
害
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室　

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

年
末
年
始
の
休
業
・
営
業
時
間

ご
み
の
減
量
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

年
内
の
公
共
施
設
、
ご
み
収
集

年
々
増
え
て
い
ま
す

ご
み
収
集

　

年
末
の
ご
み
収
集
日
程
は
、裏

表
紙（
16
ペ
ー
ジ
）を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

★
平
成
28
年
12
月
最
終
の
収
集
日

▼
燃
え
る
ご
み

西
部
29
日
㊍
、東
部
30
日
㊎

▼
燃
え
な
い
ご
み　

21
日
㊌

▼
分
別
ご
み　
　
　

28
日
㊌

★
個
人
で
清
掃
セ
ン
タ
ー（
渋
川

市
五
輪
平
☎
23
・
０
４
６
０
）に
ご

み
を
持
ち
込
む
場
合

12
月
28
日
㊌
午
後
４
時
30
分
ま
で

※
12
月
31
日
㊏
〜
１
月
３
日
㊋
は

休
業

※
年
末
は
、大
変
混
雑
し
ま
す
。早

め
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

●
野
菜
な
ど
は
洗
う
前
に
使
わ
な
い

部
分
を
切
り
落
と
し
て
、生
ゴ
ミ
を

濡
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
三
角
コ
ー
ナ
ー
に
生
ご
み
を
溜

め
て
、十
分
に
水
切
り
し
て
か
ら

ご
み
袋
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

●
排
水
口
に
溜
ま
っ
た
生
ご
み
も
、

十
分
に
水
切
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
水
分
を
多
く
含
ん
で
い
て
絞
り

に
く
い
果
物
や
ス
イ
カ
の
皮
な
ど

は
、日
当
た
り
の
良
い
場
所
で
天

日
干
し
す
る
こ
と
で
、か
な
り
の

水
分
が
な
く
な
り
ま
す
。

水
切
り
方
法

　議員は公職選挙法に基づき、お歳
暮、年賀状（答礼のための自筆による
ものを除く）、お祭りへの寄附などの
行為は禁止されています。町民の皆さ
まが議員に寄附などを求めることも
禁止されています。趣旨をご理解のう
えご協力をお願いします。

虚礼廃止に
ご理解ご協力を

病気見舞い
町内会の集会や旅行などの

催物への寸志や飲食物の差し入れ

お祭りへの寄附や差し入れ
本人以外が代理で

出席する場合の結婚祝

地域の運動会やスポーツ大会への
飲食物の差し入れお歳暮やお年賀

入学祝・卒業祝
本人以外が代理で

出席する場合の葬式の香典

葬式の花輪・供花 落成式・開店祝の花輪
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町政ニュース

　

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
よ

り
農
業
委
員
会
制
度
が
変
わ
り
ま

し
た
。
新
農
業
委
員
と
新
設
さ
れ

た
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の

定
数
お
よ
び
候
補
者
の
推
薦
・
公

募
の
受
付
期
間
は
次
の
と
お
り
で

す
。
な
お
、
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
に
つ
い
て
は
各
地
区
ご
と

に
定
数
を
定
め
て
い
ま
す
。

▼
候
補
者
の
推
薦
・
公
募
受
付
期
間

12
月
１
日
㊍
〜
28
日
㊌

　

推
薦
・
公
募
を
す
る
人
は
指
定

の
様
式
を
期
日
ま
で
に
提
出
し
て

　

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１

日
現
在
所
有
し
て
い
る
土
地
や
家

屋
、償
却
資
産
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

家
屋（
物
置
な
ど
も
含
む
）を
取

り
壊
し
た
と
き
は
、税
務
室
ま
で

「
家
屋
滅
失
届
」を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。後
日
、職
員
が
現
地
を
確
認

し
ま
す
。

く
だ
さ
い
。
様
式
は
農
業
委
員
会
窓

口
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
定
数

・
農
業
委
員　

８
人

・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

小
倉
・
上
野
田
地
区
２
人

下
野
田
・
北
下
地
区
２
人

南
下
・
陣
場
地
区　

１
人

大
久
保
・
漆
原
地
区
３
人

▼
提
出
・
問
合
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

　

ま
た
、登
記
さ
れ
て
い
な
い
家

屋
の
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
と

き
は
、「
未
登
記
家
屋
に
関
す
る
報

告
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
書
式
は
税
務
室
窓
口
、ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７（
直
通
）

新
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

推
薦
・
公
募
を
受
付
け
ま
す

家
屋
滅
失
届
・
未
登
記
家
屋
に
関
す
る
報
告
書

滅
失
・
所
有
者
変
更
時
に
は
提
出
を

よ
し
お
か
ほ
っ
と
メ
ー
ル

情
報
メ
ー
ル
で
安
心
安
全
を
サ
ポ
ー
ト

　

町
か
ら
の
情
報（
災
害
情
報
な

ど
）を
、お
手
持
ち
の
ス
マ
ホ
や
携

帯
電
話
、パ
ソ
コ
ン
に
メ
ー
ル
配

信
し
ま
す
。

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
す
れ

ば
、ど
な
た
で
も
受
信
で
き
ま
す
。

登
録
は
無
料
で
す
。ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
よ
し
お
か
ほ
っ
と
メ
ー
ル
で
配

信
さ
れ
る
情
報

災
害
・
緊
急
情
報

・
災
害
・
国
民
保
護
情
報
や
避
難

情
報
な
ど

気
象
情
報

・
気
象
庁
が
発
令
す
る
特
別
警
報
・

気
象
情
報
の
発
令
、
解
除
な
ど

・
震
度
３
以
上
の
地
震
情
報

防
犯
・
見
守
り
情
報

・
群
馬
県
警
と
渋
川
警
察
署
が
配

信
す
る
「
上
州
く
ん
安
全
・
安

心
メ
ー
ル
」
の
う
ち
、
事
件
発

生
な
ど
の
防
犯
情
報
、
行
方
不

明
者
情
報
な
ど
を
自
動
転
送

火
災
情
報

・
火
災
発
生
、
鎮
火

よ
し
お
か
ほ
っ
と
ニ
ュ
ー
ス

・
町
か
ら
の
お
知
ら
せ

・
有
害
鳥
獣（
猪
な
ど
出
没
）、断

水
な
ど

※
登
録
や
メ
ー
ル
の
受
信
に
お
け

る
パ
ケ
ッ
ト
通
信
料
は
登
録
者
の

負
担
に
な
り
ま
す
。

登録は
こちらから

パソコンの人は  URL  https://service.
sugumail.com/yoshioka/member/

操作や登録で分からないことは
コールセンター
☎0570・055・783へ
平日 午前９時～午後５時

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）


	04
	05
	06

